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蠍座　10/24〜11/22
【全　 体　 運】 苦しい状況に終わりを告げられそう。初志貫徹、自分のペースを大切に。時間がかかっても諦めないこと
【健　 康　 運】 体調不良は改善の兆し。飲み過ぎ食べ過ぎは控えて
【幸運の食べ物】 ズッキーニ

天秤座　9/23〜10/23
【全　 体　 運】 用事を後回しにしていると大変なことに。やりたいことより、やらなければならないことを優先して。外出は吉
【健　 康　 運】 血行を良くする食べ物や飲み物を取りましょう
【幸運の食べ物】 新ショウガ

農
業
者
年
金
は
、
農
業
の
担
い
手
の

た
め
の
公
的
年
金
制
度
で
す
。
日
本
国

内
に
居
住
す
る
20
歳
か
ら
60
歳
の
者
は

第
一
号
被
保
険
者
・
第
二
号
被
保
険
者
・

第
三
号
被
保
険
者
い
ず
れ
か
に
該
当
し

て
い
ま
す
。

農
業
者
は
第
一
号
被
保
険
者
に
該
当

す
る
こ
と
が
多
く
、
強
制
加
入
で
あ
る

国
民
年
金（
基
礎
年
金
）に
加
え
、
老
後

の
備
え
の
た
め
年
金
制
度
の
二
階
建
て

部
分
と
な
る
任
意
加
入
の
年
金
制
度
に

加
入
さ
れ
て
い
る
方
、
ま
た
は
加
入
を

検
討
さ
れ
て
い
る
方
も
多
い
こ
と
と
思

い
ま
す
。

農
業
者
年
金
と
個
人
型
確
定
拠
出
年

金
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
併
用
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
制

度
の
違
い
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
て
い
き

ま
す
。

額
2
万
円
の
う
ち
最
高
1
万
円
、
通
算

で
最
大
２
１
６
万
円
）保
険
料
の
国
庫

補
助
分
は
、
将
来
、
経
営
継
承
を
す
る

等
の
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
特
例

付
加
年
金
と
し
て
受
給
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

⑤ 

税
制
面
で
大
き
な
優
遇
措
置

支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全
額
が
社
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
さ
ら

に
、
同
一
生
計
の
家
族
分
の
保
険
料
を
支

払
っ
て
い
る
場
合
、
家
族
分
も
含
め
て

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

農
業
者
年
金
の
特
徴 

５
大
ポ
イ
ン
ト

① 

加
入
資
格
は
３
つ
だ
け

農
業
者
年
金
は
、
年
間
60
日
以
上
農

業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
・
65
歳
未
満

（
60
歳
以
上
は
国
民
年
金
の
任
意
加
入

被
保
険
者
の
み
）・
国
民
年
金
第
一
号

被
保
険
者（
保
険
料
納
付
免
除
者
を
除

く
）以
上
3
つ
の
加
入
資
格
を
満
た
せ

ば
誰
で
も
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
農
地
の
権
利
名
義
は
不
要
で
す
。

②  

終
身
で
年
金
を
受
給
可
能
、
万
が
一

の
場
合
は
死
亡
一
時
金（
非
課
税
）も

農
業
者
年
金
は
「
終
身
年
金
」
の
た

め
、
一
生
涯
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
万
が
一
80
歳
前
に

死
亡
し
た
場
合
は
80
歳
ま
で
に
受
け
取

る
農
業
者
老
齢
年
金
の
現
在
価
値
相
当

額
を
死
亡
一
時
金
と
し
て
、
要
件
を
満

た
す
遺
族
の
方
が
受
け
取
れ
ま
す
が
、

加
入
期
間
等
に
よ
り
保
険
料
払
込
額
を

下
回
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

③  

保
険
料
の
設
定
は
自
由
、
加
入
・

脱
退
も
自
由

保
険
料
は
月
額
2
万
円（
35
歳
未
満

で
政
策
支
援
加
入
の
対
象
と
な
ら
な
い

方
は
1
万
円
）か
ら
6
万
7
千
円
の
間

で
、
千
円
単
位
で
自
由
に
決
め
ら
れ
い

つ
で
も
見
直
し
が
可
能
で
す
。
さ
ら
に

加
入
・
脱
退
も
任
意
の
た
め
、
経
済
状

況
に
応
じ
柔
軟
な
対
応
が
可
能
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
脱
退
一
時
金
は
な
く
、

積
立
て
た
保
険
料
は
将
来
年
金
と
し
て

受
給
で
き
ま
す
。

④  

一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
に
は
保

険
料
の
国
庫
補
助

認
定
農
業
者
か
つ
青
色
申
告
の
方
な

ど
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
に
は
保

険
料
の
国
庫
補
助
が
あ
り
ま
す
。（
月

一
般
の
預
貯
金
等
の
利
子
に
は
約

20
％
の
税
金
が
か
か
り
ま
す
が
、
業
者

年
金
の
運
用
益
は
非
課
税
で
す
。ま
た
、

将
来
受
け
取
る
農
業
者
年
金
に
は
公
的

年
金
等
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
特
徴 

３
大
ポ
イ
ン
ト

① 

個
人
型
の
確
定
拠
出
年
金

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
、
自
分
で
掛
金
を
積

み
立
て
な
が
ら
自
分
で
運
用
し
、
そ
の

運
用
の
結
果
に
基
づ
い
て
給
付
を
受
け

る
制
度
で
す
。
月
額
５
千
円
か
ら
始
め

ら
れ
る
長
期
積
立
を
税
金
の
負
担
を
小

さ
く
し
運
用
す
る
こ
と
で
、
将
来
受
け

取
る
自
分
の
年
金
を
増
や
す
こ
と
を
目

指
せ
る
仕
組
み
で
す
。

定
期
預
金
、
保
険
商
品
、
投
資
信
託

と
い
っ
た
運
用
商
品
を
自
ら
選
ん
で
運

用
す
る
た
め
、
将
来
の
受
取
額
は
運
用

成
績
に
よ
り
個
人
ご
と
に
異
な
り
ま

す
。

②  

幅
広
い
加
入
対
象

基
本
的
に
公
的
年
金
に
加
入
し
て
い

る
65
歳
未
満（
第
二
号
被
保
険
者
以
外

の
60
歳
以
上
は
国
民
年
金
の
任
意
加
入

被
保
険
者
の
み
）の
す
べ
て
の
方
が
加

入
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
農
業
者
で
厚

生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
、
ま
た
は

そ
の
被
扶
養
者
の
方
で
あ
っ
て
も
加
入

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

た
だ
し
、
農
業
者
年
金
に
加
入
し
て

い
る
方
や
国
民
年
金
の
保
険
料
納
付
免

除
・
納
付
猶
予
を
受
け
て
い
る
方
、
公

的
老
齢
年
金
を
繰
上
げ
受
給
さ
れ
た
方

は
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

③ 

３
つ
の
税
制
優
遇
措
置

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
掛
金
は
全
額
所
得
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
所
得
税
お
よ

び
住
民
税
は
、
所
得
に
応
じ
て
課
税
さ

れ
ま
す
。
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
で
拠
出
し
た
積

立
額
は
確
定
申
告
や
年
末
調
整
の
際
に

所
得
か
ら
全
額
控
除
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
積
立
額
に
応
じ
で
毎
年
支

払
う
所
得
税
お
よ
び
住
民
税
を
少
な
く

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
農
業
者
年
金
同
様
、
ｉ
Ｄ
ｅ

Ｃ
ｏ
は
運
用
で
得
た
収
益
は
非
課
税
と

な
り
ま
す
。

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
で
積
み
立
て
た
資
産

は
、
60
歳
以
降
に
一
括
で
一
時
金
と
す

る
か
、
分
割
し
て
年
金
と
す
る
か
、
ま

た
は
そ
の
2
つ
を
組
み
合
わ
せ
る
か
受

け
取
り
方
を
自
分
で
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
ど
の
受
取
方
法
で
も
一

定
額
ま
で
は
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

農業者年金と他の制度の比較については、YouTubeの農業者年金
公式チャンネル「のうねんチャンネル」に詳しい解説動画があります
ぜひご活用ください！ 「のうねんチャンネル」へのアクセスはQRから！

あぐり情報
Aguri Information

営農指導員
斎藤　淑美

農
業
者
年
金
と
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

　
　

そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
を
徹
底
比
較

農
業
者
年
金
と
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
違
い

①
給
付
時
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
多
く
が
5
年
～
10
年

の
有
期
年
金
で
あ
る
の
に
対
し
、
農
業
者
年
金

は
終
身
年
金

②
運
用
に
あ
た
っ
て
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
個
人
ご
と

に
運
用
商
品
を
選
択
す
る
の
に
対
し
、
農
業
者

年
金
は
農
業
者
年
金
基
金
が
一
元
的
に
運
用

③
農
業
者
年
金
に
は
、
65
歳
以
上
の
年
金
裁
定
時

に
付
利
累
計
額
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
方
の
マ
イ

ナ
ス
相
当
額
を
補
填
す
る
仕
組
み（
付
利
準
備

金
）が
あ
る

④
支
払
っ
た
掛
金
は
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
場
合
「
小

規
模
企
業
共
済
掛
金
控
除
」
の
対
象
で
、
加
入

者
本
人
の
掛
金
の
み
所
得
控
除
に
な
る
こ
と
に

対
し
、
農
業
者
年
金
の
場
合
は
「
社
会
保
険
料

控
除
」
の
対
象
と
な
り
、
同
一
生
計
の
家
族
分

の
保
険
料
を
含
め
た
全
額
が
所
得
控
除
に
な
る

⑤
農
業
者
年
金
は
国
民
年
金
基
金
と
の
併
用
が
で

き
な
い
が
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
と
国
民
年
金
基
金
は

併
用
が
可
能（
掛
金
額
の
上
限
は
両
方
合
わ
せ

て
6
万
8
千
円
）


